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三次市生 き生 き学校予算推進事業実施要領 (案)

(目的)

第 1条  こ の要領は,二 次市立小 ・中学校 (以下 「学校」 とい うc)が 信頼 され

る学校,開 かれた学校及び特色ある学校づ くりを推進す るための事業 (以下 「生

き生 き学校予算推進事業」 とい う。)に 要す る経費に対 し,予 算の範囲内で事

業費を配 当す ることによ り,学 校独 自の豊かな教育内容の創造及び教育活動 を

支援す ることを 目的 とす る。

(対象事業)

第 2条  対 象事業は,次 の各号に全て該 当す る事業 とす るc

(1)み よ し百年物語 (50年 , 100年 後の理想を創造す る三次市総合計画)

に基づいた取組みであることc

(2)学 校経営計画への位置付 けが明確 であること。

(3)継 続性があること。

惚)特 色が明確であること。

(引 取 組みの内容を,あ らゆる機会で公開す ること。

(事業計画の提出)

第 3条  生 き生 き学校予算推進事業の実施 を希望す る校長 は,二 次市生 き生 き学

校予算推進事業計画書 (様式第 1号 )に 二次市生 き生 き学校予算推進事業予算

計画書 (様式第 2号 )を 添えて,二 次市教育委員会教育長 (以下 「教育長」 と

い う。)に 提出す るもの とす る。

(予算配 当の決定)

第 4条  教 育長は,前 条に規定す る事業計画書を受理 した ときは,事 業の可否 を

決定 し,そ の旨を三次市生 き生 き学校予算推進事業決定通知書 (様式第 3号 )

によ り校長 に通知す るもの とす る。

(配当対象経費)

第 5条  予 算配 当の対象 となる経費は,報 償費 (講師謝礼),旅 費 (費用弁償,

普通旅費),需 用費 (消耗品費,燃 料費,印 刷製本費),役 務費 (通信運搬費,

手数料),使 用料及び賃借料 (自動車借上料),そ の他事業の実施 に必要な経

費 として教育長が認 めた経費 とす る。



(事業資の額)

第 6条  事 業賛の額 は,予 算額の範囲内 とす る。

(事業費の配 当)

第 7条  教 育長は,事 業採択 を決定 した場合,速 やかに予算を配 当す る もの とす

る。

(事業費の配 当期間)

第 8条  事 業費の配 当期間は, 4月 1日 か ら当該年度の末 日まで とす るc

(事業の変更)

第 9条  第 3条 に規定す る事業計画書の内容を変更す るときは,三 次市生 き生 き

学校予算推進事業変更届出書 (様式第 4号 )に 三次市生き生 き学校予算推進事

業予算変更計画書 (様式第 5号 )を 添えて,教 育長に提 出 しなければな らないc

(実績報告)

第 10条  校 長は,事 業が完了 した ときは,そ の 日か ら起算 して 30日 以内又は

当該年度の末 日のいずれか早い 日までに,二 次市生 き生 き学校予算推進事業実

績報告書 (様式 6号 )に 三次市生 き生 き学校予算推進事業決算書 (様式第 7号 )

を添えて,教 育長に報告す るもの とす る。

(関係書類の整備)

第 11条  校 長は,事 業に係 る経理を明 らかに した関係書類を整備 し,第 8条 の

交付期間満 了の 日の属す る年度の翌年度 か ら5年 間保存す るもの とす る。

(その他)

第 12条  こ の要領 に定めるもののほか,必 要な事項 については教育長が別 に定

める。

「付  貝J

この要領は,平 成 21年 4月 1日 か ら施行す る。
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様式第 1号 (第 3条 関係 )

二次市生き生 き学校予算推進事業計画書

二次市教育委員会教育長 様

提 出 日

学校名

校長名

年  月   日

三次市生 き生 き学校予算推進事業を実施 したいので,三 次市生 き生き学校予算

推進事業実施要領第 3条 の規定によ り,次の とお り関係書類 を添えて提 出 します。

1 事 業名

2 事 業 目的

3 事 業内容及び実施方法

4 事 業要件

(1)み よ し百年物語の位置付け

(21 学校経営計画への位置付 け

(〕 事業の継続性

に)事 業の特色

(5)事 業公開の方法

5 事 業費

(1)総 額  金

(2)内 訳  三 次市生き生き学校予算推進事業予算計画書 (様式第 2号 )の と

円
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様式 第 2号 (第 3条 関係 )

1 収 入

2 支 出

三次市生き生き学校予算推進事業予算計画書

(学校名 : )(単 位 :千 円)

区 分 金 額 備 考

三次市生 き生き学校予

算推進事業配当予算

合 計

(単位 :千 円)

な即 糸田偵侑 金額 積算内訳 備 考

報償費 言岳白市訪寸ネし

旅 費 費用弁償

普通旅費

需用 費 消耗 品費

燃料費

印昂J製本費

役務費 通信運搬 費

手数料

使用料及

び賃借料

自動車借上

料

合 計
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様式第 3号 (第4条 関係)

二次市教育委員会教育長 回

三次市生 き生 き学校予算推進事業決定通知書

年  月   日 付けで提出のあった事業計画書については,二 次市

生 き生 き学校予算推進事業実施要領第 4条 の規定に基づき,次 の とお り事業の採

択を決定 したので通矢『します。

1 事 業名

2 配 当決 定額   金           円

3 配 当内訳

節 ネ田偵侑 金額  (千 円)

合 計

4 配 当の時期       年   月   日

5 事 業採 択 の条件

日丁
　
日月

な男
　
年

様
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様式第 4'チ (第 9条 関係)

三次市生 き生 き学校予算推進事業変更届出書

二次市教育委 員会教育長 様

提 出 日      年   月   日

学校 名

校長名         回

年  月   日 付 け    第     号 で決定を受けた事業の内容

(又は条件)を 次の とお り変更 したので届 け出ます。

1 事 業名

2 事 業 目的

3 事 業内容及 び実施方 法

4 事 業要件

(1)み よ し百年物語の位置付け

(〕 学校経営計画への位置付け

働 事 業の継続性

に)事 業の特色

回 事 業公開の方法

5 事 業費

11)総 額  金

働  内 訳  三 次市生 き生 き学校予算推進事業予算変更計画書 (様式第 5号 )

円
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様式第 5号 (第 9条 関係)

1 収 入

2 支 出

三次市生き生 き学校予算推進事業予算変更計画書

(学校名 )(単 位 :千 円)

区 分 変更前金額 変更後金額 備 考

三次市生き生 き学校予

算推進事業配 当予算

合 計

(単位 :千 円)

節 ネ田偵市 変更前金額 変更後金額 積算内訳 備 考

報償費 言議自市訪寸ネL

旅 費 費用弁償

普通旅 費

需用費 消耗品費

燃 料費

印刷製本費

役務費 通信運搬費

手数料

使用料及

び賃借料

自動車借上

料

合 計
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様式第 6号 (第 10条 関係 )

三次市生 き生 き学校予算推進事業実績報告書

三次市教育委員会教育長 様

提出 日      年   月   日

学校名

校長名         回

二次市生 き生 き学校予算推進事業が完了 したので,三 次市生 き生 き学校予算推

進事業実施要領第 10条 の規定によ り次の とお り関係書類 を添えて報告 します。

1 事 業名

2 事 業完了年月 日      年   月   日

3 実 績内容

4 事 業の成果及び課題

5 事 業費

(1)総 額  金            円

t2)内 訳  三 次市生 き生 き学校予算推進事業決算書 (様式第 7号 )の とお り
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様 式第 7号 (第 10条 関係 )

1 収 入

2 支 出

三次市生き生き学校予算推進事業決算書

(学校 名 )(単 位 :円 )

区 分 予算額 決算額 備 考

二次市生 き生 き学校予

算推進事業配 当予算

合 計

(単位 :円 )

節 糸田偵侑 予算額 決算額 備 考

報償 費 言舌自市訪寸ネL

旅 費 費用弁償

普通旅 費

需用費 消耗品費

燃料費

印刷製本費

役務費 通信運搬費

手数料

使用料及

び賃借料

自動車借上

料

合計
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